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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

都市建設部 建築住宅課 

許認可等の内容 特定公共賃貸住宅駐車場の使用許可 

根拠法令等及び条項 栃木市特定公共賃貸住宅条例第３２条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間  日 

審

査

基

準 

根拠条項 栃木市特定公共賃貸住宅条例第３２条 

参考事項  

設定等年月日 
平成２２年 ３月２９日設定 

平成２５年１２月２０日最終変更 

【 基 準 】 

栃木市特定公共賃貸住宅条例 

（駐車場の使用） 

第３２条 専用駐車場を使用することができる者は、特定公共賃貸住宅の入居者で、あ

らかじめ市長の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）とする。 

２ 専用駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７４号）別表第１に規定する普通自動車（最大積載量２トンを超えるトラックは除

く。）、小型自動車及び軽自動車で、自家用自動車に限る。 

 

 

  


